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博物館活動を支えるＮＰＯ等の支援団体の例

○ 特定非営利活動法人 博物館活動支援センター（東京都、平成２０年２月設立）

博物館及び文化財所有者に対して、その経営と管理運営の支援活動を行い、博

物館等に対するカウンセリング事業や普及啓発事業、人材養成事業を通じて地域

と社会の文化と生涯学習の増進を図ることで、余暇を有意義に活用できる環境を

整備し、歴史や伝統の継承を重視し豊かな感性を育成できる社会の実現に寄与す

ることを目的とする。

○ 特定非営利活動法人 ミュージアム・ネットワーク（東京都、平成２０年９月

設立）

広く一般市民を対象として、博物館や美術館などのミュージアムとその所蔵品

や研究成果などの情報を伝える情報発信事業、ミュージアムへの参加促進を図る

ワークショップ事業、またミュージアムの健全運営をサポートするミュージアム

運営支援事業を行うことによって、多くの人々が学術、文化、芸術への興味を持

ち、様々な研究や創造活動を積極的に行う、豊な社会の実現に寄与することを目

的とする。

○ 特定非営利活動法人 西日本自然史系博物館ネットワーク（大阪府、平成１６

年９月設立）

２１世紀の日本における自然史系博物館が社会に果たすべき役割の重要性と潜

在的可能性を再認識し、自然史系博物館を活用した市民学習の支援、自然科学の

振興、自然環境管理に必要な基礎情報の収集と研究、博物館と諸機関・諸団体と

の広汎な連携の構築といった諸課題を推進するとともに、併せてまちづくり、国

際交流及び情報化社会の発展にも寄与することを目的とする。また、これらを実

現するため、博物館関係者および市民による活動を支援し、経験と成果を蓄積す

る。

○ 特定非営利活動法人 ミュージアムＩＰＭサポートセンター（福岡県、平成１

９年５月設立）

IPM（総合的有害生物管理）の必要性・重要性に鑑み、各種博物館・美術館・

展示館等の文化財保存展示施設の IPM 活動を支援し、貴重な歴史的遺産である

文化財の保存・展示環境の維持向上を図り、広く社会に貢献する。

九州国立博物館におけるボランティア活動経験者が組織した団体。

○ 特定非営利法人 文化財保存活用支援センター（福岡県、平成１７年５月設立）

博物館等において IPM の考え方に基づく露出展示品の IPM メンテナンス、環

境保全活動、埋蔵文化財整理作業（出土遺物の保存処理、デジタル化）等を実施。

九州国立博物館におけるボランティア活動経験者が組織した団体。
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○ 特定非営利活動法人 美術教育支援協会（東京都、平成２０年３月設立）

万人が『美』に対する関心を高め、『美』を通じて感性豊かな人格形成を育むこ

とを目標とし、美術教育・美術活動への各種支援を行うこと目的に設立。社会の

あらゆる年齢層、地域を対象に、美術教育の充実と質の向上を目指し、小・中学

校教育をはじめ様々な美術教育、様々な美術創作活動の支援を行う。

○ 特定非営利活動法人 アーツイニシアティブトウキョウ（ＡＩＴ）（東京都、

平成１４年５月設立）

東京を中心とした様々な場所に、現代の視覚芸術にアクセスするための「プラ

ットフォーム」（アートに興味のあるすべての人が立ち寄れる場）を創出。

国内外におけるアーティスト、キュレーター等を対象にエデュケーション・プ

ログラムやレジデンシー・プログラムに対する支援を行うともに、アート専門誌

の出版や展覧会の企画を提案。

○ 特定非営利活動法人 アートＮＰＯリンク（京都府、平成１８年１月設立）

市民自治の理念にもとづき、アートと社会の橋渡しを通して、幅広く領域をこ

えたＮＰＯと連携し豊かな市民社会を創出する役割を担うことを目的に設立。

アートＮＰＯの社会的ポジションを確立し、社会に向けて提言するとともに、

アートＮＰＯと他のセクターとのパートナーシップ構築、アートＮＰＯに関する

情報収集・発信・研究調査、アートＮＰＯの基盤強化とマネジメントの確立、地

域密着型のミニフォーラム開催と全国展開に向けた活動等を実施。

○ 特定非営利活動法人 にっぽん museum（東京都、平成１８年４月設立）

一般から専門家まで誰もが参画でき、「アートのある生活の魅力」、「芸術文化が

宿る社会の素晴らしさ」について認識を共有できるよう、芸術振興を目的とする

団体との情報交換及びネットワーク構築、芸術に関するホームページの運営、芸

術に関する講座、セミナー等の開催、芸術分野における人材育成のための講習会

等の開催及び指導者の派遣等の研修事業等を実施。

○ 小規模ミュージアムネットワーク（小さいとこネット）（設立準備中）

小規模ミュージアムの活躍を通して、明るい社会を実現することを目的とし、

交流、互助、支援等を行う。「小規模」の定義は、概ね年間予算 5,000 万円以下、

正規職員３人以下。

平成２２年２月、「小さいとこサミット～小規模館園のつどい～」を開催し、そ

の成果を継承するため、メーリングリストを開設。




